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スワデシ運動と中間的土地保有権者層
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I はじめに

20世紀の初め，ベンガルを中心に展開されたス

ワデシ運動は，近代インド民族運動史上，一つの

転機を画するものであった。スワデシ運動に関す

る研究は，この10年余りの間に，急速かつ着実に

深まってきている。シュミット・ショルカールに

よる，これまでの成果を集大成するとともに，新

たな展望も切り拓いた労作 (SumitSarkar, The 

Swadeshi.Movement in Bengal 1903-1.908, New 

Delhi, 1973)もすでに世に問われている。ところ

で，ショルカールの浩翰な研究書も含めて，これ

までの研究が，正面きっては取上げていない重要

な問題が一つあるように思われる。農村社会とス

ワデシ運動の関係がどのようなものであったかに

ついて，意外にも実証的研究が乏しいのである。

この問題の重要性は，スワデジ運動当初から，学

歴のある失業者が運動に及ぼした影響という観点

で，イギリス人官僚の間で論じられ（注 1)，ジャー

ナリズムも取上げたことであった GE2)。しか

し，その後の研究では問題点が再確認されるばか

りで，実質的な追及はなされていないように思わ

れる。それは理由のないことではなかった。技術

的には，農村社会の社会経済史的研究と，政治史

あるいは文化史とを関連づけるという，言うに易

く行なうにはなはだ困難な問題がある。その上，

スワデシ運動期のベンガル農村に関する依拠する

に足る本格的な社会経済史の労作がないことも，

困難を倍加しているように思われる。

本稿は意図としては，スワデシ運動が最も成功

したと言われている東ベンガルのバコルゴンジ県

の場合に関心を絞ることによって，スワデシ運動

と農村社会の関連という研究課題に糸口をつけよ

うとしたものである。

本論の構成は次の通りである。 IIでは，スワデ

シ運動の担い手であったヒンドゥ中間層を，中間

的土地保有権者層を主体とするものと把握し，バ

コルゴンジ県における土地保有の展開をたどりな

がら， 1870年以降，この層が大きな変動を経験し

つつあったこと，またおそらく地代生活者として

自足し得なくなっていった事情を示唆しようと試

みる。バコルゴンジは，中間的土地保有形態が異

常に発展した県であった（注3)。その土地保有形態

が農村社会のさまざまの矛盾を吸収・調節する装

置として機能した点も注目すべきであろう。
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第 1図 スワデシ運動当時のバコルゴンジ県
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rn, Wでは，政府による地租査定作業 (1900~

1908年）の後半が，スワデシ運動の時期と重なり合

うことに着目し，英印政府，ヒンドゥ中間的土地

保有権者，ライヤートの 3者の利害のからみ合い

を考えてみたい。 mでは，査定作業の意図と，そ

れがヒンドゥ中間的土地保有権者の利害と衝突し

ていく過程を論じる。 Wでは，スワデシ運動と査

定作業が具体的に交差した事件を三つ取上げ，農

村社会におけるスワデシ運動の限界という問題を

考えてみたい。

（注 1) Sarkar, Sumit, The Swadeshi Movement 

in Bengal 1903-1908, New Delhi, People's Publishing 

House, 1973, p. 510. 

（注 2) Chirol, Valentine, Indian Unrest, Lon-

don, 1910, p. 224. 

（注 3) Raychaudhuri, Tapan, " Permanent Set-

tlement in Operation : Bakarganj District, East 

Bengal," in Land Control and Social Structure 

in Indian I listory, ed. Robert Eric Frykenberg, 

Milwaukee & London, 1969, p. 167.多田博一「一八
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Ⅱ　バコルゴンジ県における土地保有の展開と中間的土地保有権者層
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五九年ペンガル借地法」 （松井誘編『インド土地制度

史研究』 束大出版会 1971年） 211ペーン。注 (16)参

照。

II バコルゴンジ県における土地保有

の展開と中間的土地保有権者層

l. バコルゴンジ県概観

バコルゴンジ県は現在バングラデシュに属し，

バコルゴンジ，ボトゥアカリの 2県に分割されて

いるが，英領下では，モイモンシンフ(Mymensingh),

ダッカ (Dacca)，フォリドプル (Faridpur)とともに

ダッカ地方(DaccaDivision)を構成する 4県の一つ

であった。その周囲は，北は一連の河川を隔ててフ

ォリドプル県と接し，東はボレッシっ｀ル(Baleswar)

河を挟んでクルナ県に連なり西は，メグナ(Meghna)

河の河口を越えてノアカ 1)県に臨み，南はベン

ガル湾によって限られる，デルタ地帯に位置す

る。地質的には， 「割然と特徴づけられる二つ

の部分」噴 l)，すなわちメゲナ河口西岸の硬い粘

土士壌の本七ブロックと，メグナ河口中のシャハ

バズプル (Sahabazpur)島および一連の沖積島嶼に

区分される。本：l:：ブロックはかなりの大型船が 1

年中航行しうる大河と，無数の水路によって分割

されている。そのため現在に至るまで，県内には

鉄道が敷設されていない。道路も末発達で，交通

はほぼ全面的に水路に依存していた。鉦年 7月か

ら10月にかけて，本士ブロックはほとんど水面下

に没する。この定期的な洪水によって地味は常に

肥沃である。北西部にひろがる bilと呼ばれる沼

地，大河沿い(1)charと呼ばれる沖積地は地形的

にも農業との関連上からも重要である。本士ブロ

ックの南はシュンドルボン (Sundarbanl と呼ばれ

るジャンゲル地帯であったが， 1}開懇の進捗ととも

にその面積は縮小していった。 ，シャハバズ

スワデ・ン運動と中間的土地保有権者1習

プル島は本土ブロックよりやや隆起があり，川の

数は少なく，したがって交通は主に道路によって

いた。

1901年の国勢調査によれば，県の総人口は 229

万1752人，総面積は3645平方マイルであった。し

たがって 1平方マイル当たりの人口密度は 628人

となる。ムスリムの人口は156万5024人 (68.3%),

ヒンドゥの人口は71万3800人 (31.1%)であった。

今世紀初頭の士地利用について見ると， 2127平

方マイル，すなわち全県の70％の士地は耕作され

ていた。 415平方マイル (12%)は可耕地だが耕作

されておらず， 648平方マイル (18%）が耕作不可

能地であったぼ2）。全耕作地(2427平方マイル＝155

万3376エーカー）の89％は作物が栽培され，残りの

11％は果樹園であった。二期（毛）作以上の作物

栽培地が22万8571平方マイルであったから，総作

物栽培地は約 160万エーカーとなり，そのうち90

％が米作地であったは3)。すなわち，バコルゴン

ジの農業は米作と果樹栽培によって特徴づ｝るこ

とができた。

米には，ベンガル各地で見られるようにアモン

(Aman)，アウシュ (Aus)，ボロ (Boro)の耕作時期

の異なる 3種があり，植付面積の84.7％を占める

Aman (5月播種， 8月田拡 12~1月刈入）が最

も重要であった。バコルゴンジは，多量の余剰米

の産出県として，しばしば「ベンガルの穀倉」と

称された償4)。県外への移出量はほぼ 700万man

(lman7"38kg)，すなわち全収穫高の30％に達してい

た。バコルゴンジの米は，輸送時に使用される舟

の名をとってバラム(balam)米と呼ばれ，是ばかり

でなく質の面でも広く知られ，カルカッタ市場で

も最良米の一つとされていた。

果樹栽培は米作に次いで重要であった。シュパ

リ (arecanut)，ダプ (greencoconut)，ケジュール
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(date palm)，タル (palmyrapalm)が霞要な産物で

あり，これらの売却により，年間1000万ルピ 一余

りの金が生産者の手に渡っていた。隣接諸県で

は，換金作物として， 19世紀半ば過ぎまでは藍，

19枇紀後半以降はジュートが農業経済に甚大な影

響を及ぼしたが，バコルゴンジでは，この二つの

換金作物の栽培は無視し得る程度のものであり，

かわって隣接諸県ではそれほど重要でない果樹栽

培のはたす役割が大きかった国5)。果樹栽培は

Aman米の不作年，あるいは Aman米の播種期

に現金収入をもたらすなど，米作を補完するもの

であった。

バコルゴンジはまったくの農業県であった。農

業人口は82.2％に達し，その内訳は地代受取人 1

万8605人，地代支払人49万1102人、農業労働者 3

万8131人であった噴6)。地代支払人であるライー

ヤトの96.5％は，ベンガル借地法 (1885年）の規定

する定住ライーヤト (settledraiyat)であった（注7)。

地租を納入する地所 (estates)の数は， 1910年に

は台帳上6559あったが，他県への移転，侵食によ

る土地の消滅などによって，現実には3595であっ

た。その内訳は次の通りである。

(1) 1793年の永代定額地租査定（以下、永代査定

と略記）実施時に地租が永代定額化されたも

の一ー2187

(2) それ以降地租が永代定額化されたもの一一

797 

(3) 地租が一時的に定額化された私有地所ー一

204 

(4) 政府の管理する地所―-383

(5) その他一―-24

県北西部のゴウルJディ郡 (Gaurnadithana)に

存在する二つの収税区 (pargana),Bangrora と

Birmohanには，小規模のタルク (taluk)が密集

26 

し，永代査定に淵源する2121のタルクのうち，約

半分は Bangrora収税区に存在していた。総じて県

北の SadarSubdivisionに多数の地所があり，政

府管理地所は県南のボトゥアカリ区 (Patuakhali

Su lxlivision)のシュンドルボン地域，シャハバズフ゜

ル島を中心とするボーラ区 (BholaSubdivision)お

よび県東北のメヘンディゴンジ (Mehendiganj)郡

といった新規開墾地帯に多かった。

地所の規模は通常ごく小さなものであった。私

有地所のうち， 1万エーカー以上のものは全体の

0.9%, 500~ 1万エーカーのものは 11.4%,500 

エーカー以下が87.7％を占めた。この比率はほぽ

ビハールを含む全ベンガルの比率と同じだった

（注8）。さらに72.6％が 100エーカー以下の小地所

であった。しかし全占有地の42％は， 23の大ザミ

ンダールが所有していた。彼らはほとんど不在地

主であった。三大ザミンダール，すなわちタゴー

ル (Tagore)家，ゴーシャル (Ghosal)家，ダ、ソ力

のナワープ家は県外居住者であったぼ9)。

地租が永代定額化された地域では，地所の散在

性が著しい特徴であった。全県平均でも 1村には

七つの地所があった。この特徴はさらに，地所が

村内にひとまとまりの士地を持たず，散在する士

地の集積として存在したことによって強められて

いた。地所が通常複数の人によって所有されてい

たことも，土地所有のあり方を複雑にしていた。

永代査定下の土地所有者は，起源の異なる三つ

のグルーフ゜，すなわち，ザミンダール，独立タルク

ダール（永代査定以前から直接政府に納税していた），

分離タルクダール（永代査定以前は上級地主を経て納

税していたが，永代査定時にザミンダールから分離され

独立した）ー一に分類し得るがはIO)，納税簿上で

の区別は全くなかった。小ザミンダール，タルク

ダールには県内に居住する者が少なからずあった
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が，その地所内には，県北諸郡を例外として，通

常居住していなかった。永代査定時に，彼らは大

ザミンダールより低い税率で査定され，規模の異

動を伴いながらも， 1世紀間その地所を子孫に継

承していった場合が少なくなかった。今世紀初頭，

永代査定地における地租額は 6万ルピー弱，地

代収入は60万ルピー弱であったが，七池所有権者

の懐に落ちたのは， 16万ルピーほどに過ぎなかっ

た。莫大な差益の少なからざる部分は，ライーヤ

トと士地所有権者の間に介在する中間的士地保有

権者によって吸収された。全私有地所の76％にあ

たる士地が中間的士地所有権者に貸し出される一

方，直接ライーヤトに貸し出されているのは14%

ほどであった。こうして中間的士地保有権者はラ

イーヤトの 5倍強の士地を所有権者から借り出し

ていたが，その支払う地代は 2倍況にすぎなかっ

た。しかし所有権者は自分の地所の，あるいは他

の所有権者の地所の中間的士地保有権者として現

われる場合が多かったので，中間的士地保有権者

への貸し出しは必ずしも彼らにとって不利益では

なかった（注11)。

2. 中間的土地保有の展開と中間的土地保有

権者屈

スワデシ運動の主体として注目すべき層は，小

土地所有権者（小ザミンダールと中小タルクダール）

と中間的土地保有権者層であった。ここでは，永

代査定 (1793年）以降のバコルゴンジ県の開墾史を

中間的土地保有の増加に関連させて検討し，その

過程における中間的土地保有権者層の問題を考え

ていきたい。

はじめに，小土地所有権者，中間的士地保有権

が，当県においてはヒンドゥ上位3カースト

—ーバラモン (Brahman)。ボイッド (Baidya)，カヤ

スト (Kayastha)．英政府用語ではボッドロローク

スワデシ運動と中問的土地保有権者胴

(Bhadralok)一に偏在していた事実を指摘しなけ

ればならない。往時のチョンドロディーフ゜・ラー

ジ（干家はカヤスト）の故地であるバコルゴンジ

（殊に北西部）は，全ベンガルにおいても，バン

クラ (Bankura)，ノディヤ (Nadia)，ビクロムプル

(Vikrampur)などとならぶボッドロロークの集中

地域でありぼ12)，中でも，ボイッドとカヤストの

人口が他に比較して多かった。

序章に述べたように，バコルゴンジは中間的士

地保有が異常に展開した県であった。「バコルゴン

ジ査定報告」の著者ジャックは次のように述べて

いる。 「バコルゴンジ県は，世界中でもっとも陰

険で複雑な土地保有制度の存在する所として，悪

名が高い。」（注13) 土地の所有権者と耕作者の間に

は，通常8層，時には12から20層にもおよぶ中間

的土地保有権者が介在することがあった。 20世紀

初頭には，中間的士地保有権の総数は46万4006で

あり， 1平方マイル当りの密度は 133となり，フ

オリドブル県の90, ダッカ県の78と比較しても格

段に高かった（注14)。また本県のサリマバード・ザ

ミンダーリ (SalimabadZamindari)の中間的土地保

有権の密度は，ヒ｀ハールのダルバンガ県の同密度

の100倍に達した事実からも，バコルゴンジの中

間的土地保有形態の異常な発達が確認できよう。

こうして， 20世紀の初めには，次のような奇妙な

事態が出現するに至った。すなわち，地主は筆頭

地代支払人 (tenant-in・chief)を除く中間的土地保有

権者について知らないばかりか，自分の所有地が

どこに，どのようにあるかについても知らない場

合が少なくなかった。また，中間的士地保有権

者は，階梯をなす保有権のうち，自分と直接関係

のあるすぐ上下の保有権者以外のことは知らず，

一方，直接耕作者はと言えば，誰の所有する土地

を耕やしているかについて，漠然かつ不正確な知
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識しか持ち合わせがなかった（注15)。

永代査定時のバコルゴンジの状態は， 「県の大

部分では，ボルガナ（収税区）は森林の海に浮ぶ

人の住む島であった。各収税区は，暗鬱な荒野に

取囲まれた河川によって，隣接収税区から切離さ

れていた。これらの森林，沼地，砂質の荒地は，

誰にも授与されていなかったし，誰によっても占

有されていなかった」（注16)と言われている。しか

し18世紀を通じて，増大する課税額の圧迫から，ザ

ミンダール及びタルクダールは，所領周縁の未開

地を開墾せざるを得なくなっていった。開墾者は

見返りに未開地の一部を与えられ，間墾タルクダ

ーJレ(abadkarior jangalburi or patitabadi talukdar) 

と呼ばれた。彼らの大部分は， ビクロムプルのヒ

ンドゥかダッカのムスリムであった。しかし現実

に開墾を担ったのは，彼らから賃借権を授与され

たハオラダール (haoladar)でありぼ17)，彼らも開

墾タルクダールと地緑と同じくするビクロムプル

のヒンドゥかダッカのムスリムであった。永代査

定当時，オショト・タルクダール（規模の大きいハ

オラダール）とハオラダールの二層はすでに存在

していたと朽えられている。ハオラダールは開墾

にさいし，そのハオラの規模が大きすぎる場合に

は，適当な大きさに分割した。こうして，第三層

の中間的士地保有形態である，ニーム・ハオラ

(nim-haola)が形成された。ここまでの中間的士地

保有権の大部分は，高位カーストのビクロムフりレ

のヒンドゥの手に渡り，ダッカのムスリムに渡っ

たのは小部分にすぎなかった位18)0

永代査定以降，バコルゴンジの開墾には，三つ

の集中期があった。第一期は，永代査定から1822

年の大洪水まで。ヒ゜ロジュプル (Pirojpur)，ボトゥ

アカリ (Patuakhali),Barhanuddinが主な開墾対

象地域であった。第二期は， 1845年頃から1876年

28 

の次の大洪水まで。この期間に，ボトゥアカリ，

Barhanuddinは完全に開かれ， Amtaliの森林の

開拓が始まり， Mathbariaの大森林が切開かれた。

第三期は， 19世紀の終わり以降であり， Amtaliの

森林は急速に後退し， Mathbaria,Barhanuddin 

の開拓は海岸線に達した仇19)。 「アダムの報告」

によれば， 1801年の県人口は92万6723人と算出さ

れ， ヒンドゥ対ムスリムの人口比は 5対 3であっ

たと推定されている（汀20)。1901年の国勢調査によ

れば，人口比は 3対 7と逆転しており，ムスリム

人口は県南とシャハバズプル島といった開墾地域

で特に稿密であった。このことは，バコルゴンジ

の開墾労働に実際に従事したのが，ムスリム農民

であったことを示している。こうして，士地所有

権者，中間的土地保有権者にはヒンドゥが多く，

耕作者にはムスリムが多いという，東ベンガルに

共通する社会構造が形成されていった。

1822年の大洪水は働労力の不足を招き（注2]），ハ

オラダールはニーム・ハオラを，ニーム・ハオラダ

ールはオショト・ニーム・ハオラを提供すること

で，耕作者を確保しようとした。ハオラ系統の中

間的士地保有形態は，こうして1822年以降，県南

に始主り次第に県北に及び，その数を増加させて

いった。 20世紀初頭におけるその数は， 20万6822

に達し，これは全中間的七地保有形態の62％に当

った（注22)。1822年以降の状況は，耕作者に有利で

あったはずだが，現実には必ずしもそうではなか

ったらしい。 1830~34年に，シュンドルボンの非

永代査定地域の査定をしたダンピエ (W.Dampier) 

は、ライーヤトはザミンダーJレ，中間地主によっ

てさまざまの仕方で搾取され，一般的に貧窮した

状態にあり，一方，中間的土地保有権者は金貸し，

穀物商人として登場し，富裕であったと報告して

いる⑱23)。
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この時期， 直い地代（地代外不法徴収を含む）に

苦しむ小作人は， しばしば他の地主に保護を求め

た。圧迫されたライーヤトもしくは下位中間的保

有権者は，他の所有権者に自分の中間的土地保有

権を売却し（譲渡権のある土地を保有しない場合は，

下位中間的土地保有権者であると僣称した），次に再び

それを買い戻した。この操作により，ニーム・ハ

オラ保有者はオショト・ニーム・ハオラ保有者に

一段格下げされることになるが，自分の土地と家

屋は相変わらず占有し得た（注24）。こうして中間的

土地保有権の売却を受けた者はジンバダール

(jimbadar) と呼ばれた。こうして，地代はジンバ

ダールを経て納入されることになる。ジンバの慣

習は，イギリス統治以前の海賊の侵寇をはじめと

する無法状態が続いた時代に，農民がより強力な

領主の保護を求めたことに起源を発するものであ

るが，それがこの時代には，地主の圧制に対抗す

るさい，他県で行なわれた逃散に代わる手段とし

て用いられた。ジンバは地所間におけるよりも，

中間的土地保有形態においてより多く生じたよう

である。 20世紀初頭の査定時に数えられたジンバ

は4906であった（注25)。

スワデシ運動と中間的土地保有権者肘

県の詳細正確な地図を提供したターク調査

(Thak survey, 1858~60年）の頃から，地租調査(Re,e-

nue survey, 1859~63年），四つの区 (subdivision)の

設置 (1854~71年）などの県行政の整備が進行する

とともに，スティーマーの就航 (1870年代末），道

路の建設など近代的交通網が整備され始めた。こ

れらは土地制度に少なからざる影響を与えた。

まず，登記法 (RegistrationAct, 1876)は新しい

タイプの中間的士地保有形態を産み出した。士地

所有（保有）権者が，地代の徴収を他人に委譲す

ることを，登記法に基づいて行ない，ミラス・イジ

ャラ (mirasijara)と称される中間的士地保有形態

が挿入されることになった。ジャックの紹介する

シュンドルボンの実例によって，その形成の実態

を考えてみたい。そのザミンダーリにおける土地

促有は，はじめ第 2図の通りであった。

タルクダールAは官吏となり，アラハバードに

家族とともに居を構えていたので，オショト・タ

ルクダールの 1人が地代を滞納した時，その事態

に取組み得なかった。そこで彼は友人の 1人を傭

い，その解決にあたらせるとともに，地代徴収を

第 2 図

A lJ C D 

tr~‘ ンケ~、 9 し

JI!,•!II HS 200 

．．．  

クルクダール

地代 Rs100 

（出所） Jack, J. C., S. R. B. p. 52. 

,9•9•••9•9•9•ェ·ユ~．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．し 9 9 9 9, ．． 

ォ， 3： •ク］しクダー 9,L
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オンョ！・クル~クク ル
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オン 3‘ ・タルクタール
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オショト・タルクダール

地代 Rs 50 
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彼に委ねた。傭われた友人は，地代 250ルピ ーを

徴収し， 100!レビーをザミンダールに収め， 100ル

ピ ーをアラ．ハバードに送金し， 50!レビーを手間賃

に取った。こうして創り出された中間的士地保有

形態は， ミラス・イジャラとして登記された。ミ

ラス・イジャラダールはさらに25ルピーで地代微

収を他人に委ね，ダル・ミラス・イジャラ (darmira8 

ijara)が生じた。一方，オショト・タルクダール

の1人は，奢｛多生活に行詰まり，その保有権を抵

当に入れたが，それを償還できなかった。彼は権

利を売却するかわりに，債権者のためにニーム・

オショト・タルクを創設した。このオショト・タ

ルクに付随する収益50ルピーのうち， 5ルピーが

オショト・タルクダールにとどまり， 45ルピーは

ニーム・オシー1 ト・タルクダールのものとなった。

バコルゴンジでは士地権利の売却が好まれず，そ

のかわりに，こうした中間的士地保有形態が創設

されたのである。さて，ハオラダールの 1人は孤

児であり，おじが後見していた。おじは管理費の

かわりに，オショト・ハオラを創設させた。ハオ

ラダールの利益15ルビーのうち， 5ルピーはおじ

のオショト・ハオラダールのものとなった。この

オショト・ハオラダールは別の土地に移り，財産を

息子に譲ったが，その際，バコルゴンジ風に一つ

の中間的土地保有形態 (mirasijara)を創り出し，

1ルピーを名目的に自分の手許にとどめることを

忘れなかった。さらにニーム・ハオラの下には，

後述のミラス・コルシャ (miraskarsa)と称される

中間的上地保有形態が生じたげL26)。以上を整理す

第

ると第 3図となる。

ミラス・イジャラ系統の中間的土地保有形態は，

多くの地主によって将来起こりうる負債対策とし

て用いられた。親戚や使用人への擬制的土地談渡

(l:enami)によって創出された何層かの中間的士地

保有権は，負債を償却できず士地が売却に付され

る時，真の所有者を隠蔽し，債権者を経費と時間

を喰う裁判に巻き込むことで，財産維持のための

砦の役割を果たし得たのである。

19世紀の終わりには，さらに二つの種類の異な

る中間的士地保有形態が出現した。教育の普及に

より，家族の男子成員が教育あるいは職業上の必

要から別居するようになると，財産の厳密な意味

での共同管理は困難になった。合同家族制の空間

的分解が始まり，土地に権利を持つ家族構成員

は，自分の持ち分からあがる地代を独立に徴収

し，納付するようになった。上位地主がこうした

分割支払いを認めると，登記」｀：各持ち分は中間的

士地保有権と認定された。しかし現実の士地が共

同保有権者間で分割されるようなことはなかっ

た。この傾向は耕作者たちにも及び，彼らは従来

地代を一括納入し，一枚の受領証を得ていた(!)

が，地代の分割支払権を購人し，各自が受領祉を

受け取るようになった。だが，士地の共同耕作は

崩れることなく維持された。全県の中間的土地保

有権のうち， 4分の 1弼がこのタイプ（分割中I!！lllり

ト地｛鱈権―-aliquo1tenure)であったけ127)。

19世紀末，ミラス・コルシャあるいはカイミ

(kaimi) と称せられる下級の中間的土地保布柑か，

3
 

図

(~ Illi I引r) Jack, J. C., S. R. n., p. 5:¥. 
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土地をすでに占有し耕作する農民に与えられる傾

向が顕著になった。その理由の一つは，この県に

果樹園が多かった事実に求められている。果樹栽

培において，ライーヤトは植樹から収穫を得るま

での数年間，利潤をまった＜挙げえぬまま労働し

なければならない。この労働に対する補償とし

て，ライーヤトに中間的士地保有権が与えられた

のである。歴史的には次の二つの理由が考えられ

る。第 1に，米価の着実な上昇 (1875-~ 1903年

（記28)。1904年以後の上昇は急テンボで， 1914年の米価は

1904年の1.5倍になったぼ29)）は，ライーヤトの経済

力を高めた。米価の上昇は地代上昇を上回ったの

である。その結果， 1870年には枢かった地代が，

1895年になると苛酷さを失い， 1914年にはどう見

ても軽いものになっていた， とジャックは述べて

いる（注30)。 「バコルゴンジはライーヤト達が例外

的に富んでいる県である」（注31)と， 19世紀末から

20世紀初頭の政府文書は繰返し指摘している。第

2に，米価の上昇が地代の上昇を上回った事実

は，地代に依存する小地主，小中問的土地保有権

者の相対的貧困化を招き，その傾向は生計費一般

の増大によって拍車がかけられたと若えられる

（注32)

こうした状況下で，全県にわたって数多くのミ

ラス・コルシャあるいはカイミと呼ばれる下級中

間的保有権が耕作者に与えられ始めた。ライーヤ

トはかなりの金額 (salami)を支払ってこの権利を

獲得することで，占有権をより確かなものにし

た。彼らの中には，占有地を小作に出す者も現われ

始めた。一方，これらの中間的土地保有権を売却

した下級中間的士地保有権者は，現実に進行する

地代の固定化，耕作者の占有地に譲渡権が生じる

傾向を追認するにすぎず，ほとんど犠牲を払うこ

となく，経済的苦境をしのげる現金を獲得するこ

スワデ、ン運動と中問的土地保有権者阿

とができたと考えられる。 1885年のベンガル借

地法 (BengalTenancy Act, 1885)は幾分誇張され

た形で受け取られ，地主の側にはできるだ＜早く

ライーヤトから現金を調達しようという気運が祝

まったことも，この傾向を助長したと思われる

（注33)。カイミ，ミラス・コルシャは全県で 3万5507

を数え，全中間的土地保有権の10分の 1ほどの割

合であった。

以上みてきたように， 1870年頃から1900年にい

たる時期には，ライーヤトの経済力の向上と，中間

的士地保有権者層の下層に貧困化の傾向が現われ

たと考えられる。後者は地代だけに依存して生叶

を維持することが困難になり，教育を受けること

を通じて，官吏，教師など，近代的行政機構の伸

展に伴って拡大された職種に転じていかざるをえ

なかったと思われる。 1874年から1883年の10年間

に，バコルゴンジでは芙語中等教育の飛躍的拡大

が見られ（注34)，この傾向はその後も続き， 1870年初

頭には教育後進県であったば35)のが， 1911年には

ヒンドゥの識字率は16％に達し，これは全ベンガ

ルで最も高いものであったは36)。19世紀後半にお

ける高等教育および中等教育の普及は全インド的

に見られる現象であり（注37)，上述したバコルゴン

ジ県の教育の飛躍的拡大を，バコルゴンジで特に

顕署であったと思われる中間的土地保有権者層の

相対的貧困化といった要因のみで説明するのは無... 
理であろうが，それが単なる拡大ではなく，飛躍的

拡大であったという点に，バコルゴンジ特有の事

情が幾分か作用していなかったであろうか。と

もあれ，こうした中間的土地保有権者を中心とす

る教育の普及，知的職種への就業はミラス系およ

び分割 (aliquot)系の中間的土地保有形態について

見たように，中間的土地保有形態の増殖を結果し

たところに，バコルゴンジ県の土地制度の特徴が

3I 
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あった。

教育の普及は，中間的土地保有権者層の貧困化

の反映であるという考え方は，オポルナ・ボシュ

もとっている。ボシュは20世紀に入ってからのダ

ッカ地方について，中間的土地保有権者層が地代

収入だけに依存できなくなり，農業以外の職種に

向かわざるをえなくなったことが，教育の拡大の

直接の原因だとする，この考え方を実証しようと

努めた（注38)。しかし，以上述べてきたところか

ら，その傾向は， 1870年代以降，かなりはっきり

した形で現われていたように思われるのである。

（注 1) Jack, J. C., Final Report on the Survey 

and Settlement Operations in the Rakarganj Dis-

trict 1900-1908（以後 Jack, Settlement Report of 

Bakarganj S. R. B. と略記）， Calcutta, Bengal 

Secretariat Book Depot, 1915, p. 1. 

（注 2) Ibid., p. 7. 

（注 3) Ibid., p. 20. 

（注4) "Failure of the winter paddy crop" 

(Aswinikumar Datta's letter, dated 12 October, 

1906), Amrita Bazar J'，1trika, 29 January, 1907. 

（注 5) Gastrell, J. E., Geographical and Sta-

tistical Report of the Districts of Jessore, Fureed-

pore and Rakargunge, Calcutta, 1968, p. 11.シュー

卜栽培地の全耕作地に占める渭合は，ハ 1)レゴンジ県

-1.7%， フォリトフル県、・14%，ダソカ県 14.4%。

（注 6) Jack, J. C., Bengal District Gazetteers: 

B成arganj（以後 Jack,B. D. G. B. と略記）， Cal-

cutta, Bengal Secretariat Book Depot, 1918, p. 78. 

（注 7) Jack, S. R. B., p. 68. 

(/18) Chowdhury, Benoy, "Agrarian Relations 

in Bengal 1859-1885," in The History of Bengal 

(1757-1905), ed. N. K. Sinha, Calcutta, University 

of Calcutta, 1967, p. 311. 

（注 9) 不在地主らの地所はdewan,naib といわれ

る秤刑人によって秤l刑されていた。 1870利代の初め，

ベヴァリッジは，三大ザミンダールについて，彼らの

准も「県内に足を踏み入れたことさえ」なかったと記

している。 Beveridge, Henry, The District of 

Rakarganj: It's History and Statistics, London, 

1876, p. 192. 

（注10) Raychoudhuri, Tapan, op. cit., p. 165. 
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（注11) Jack, S. R. B., pp. 63, 97. 

（注12) Ray, Rajat K., (Book Review) "Sumit 

Sarkar・ The Swadeshi Movement in Bengal 1903-

1908," The Indian Economic and Social History 

Re℃ie⑭ ,Vol. XIII, No. 1 (January-March 1976), 

p. 115. 

(、/U3) Jack, S. R. H, p. 4,l. 

（礼14) Jack, Final Report on the Survey and 

Settlement Operations in the Faridpur District 

1904-1914, Calcutta, Bengal Secretariat Book Depot, 

1916, p. 26; Ascoli, F. D., Final Report on the 

Survey and Settlement Operations in the Dae⑳ 

District 1910-1917, Calcutta, Bengal Secretariat 

Book Depot, 1917, p. 65. 

（注15) Jack, S. R. B., pp. 4,l, 144. 

（注16) Ibid., p. 98. 

（注17) Minute by Richard Temple on the Haola 

Tenure in Bakarganj. Govt. of Bengal, Revenue 

(Land), 39-40, April 1876. 

国 18) Jack, S. R. B., p. 47. 

Ut19) Ibid., pp. 10, 16. 

（汀20) Adam, William, Jむportson the State,，f 

education in Bengal 1835 & 38, Calcutta, Univcr• 

sity of Calcutta, 1941, p. 85. ・ -)J,ジャックは， 1800

年のがコルゴンジてはヒンドゥ人口とムスリム人 l1か

ほは同数だった， と椎定している。 Jack,B, D. G. 

B., p. 31. 

（注21) Jack, H. D. G. B., p. fiO. 

(ri:22) Jack, S. R. B., Appendix 5 

（注23) Commissioner, in Sundarbans to Sudder 

Board, 10 September, 1832, quoted in Jack, S. J,く

B., pp. 117-118. 

(H:24) _;ンバの実例に'')し、ては， H.Beveridge, 

op. cit., pp. 202-205を参煕のこと。シンバについては

この他に Saha,K. B., Economics of Rural Bengal, 

I Calcutta, 1930, p. 92および Panandikar,S. G., The 

Wealth and Welfare of the Ikngal Delta, Calcu-

tta, 1926, pp. 214-215を参賠。

(tt25) Jack, S. R. B., pp. 50, 201, 205-206 

（江26) Ibid., pp. 52-54. 

（注町） ibid., pp. 54-58. 

(ii:28) l man当りの平均米価は， 187S~83年

Rs. 1-15-10, 1879~89年 Rs.2-0-9, 1883~93年

Rs. 2-7-2, 1893~1903年 Rs.3-5-4。Ibid.,p. 
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189. 

U!:29) Jack, B. I>. G. B., p. 75. 

（往30) Jack, S. R. R, p. 70. 

（注31) A despatch from the Secy. of the State 

for India, 29 June 1899, Govt. of Bengal, Revenue 

(Land), A. 82, August 1899.仝ライーヤ 1、家族の 5

分0‘,1 t ：富裕〈affluent),5分の 3は生活にゆとりがあ

り， 5分，ぅ 1ぱ生活が苦しい (struggling)と報告され

ているが， 3番 Llの他人に傭わ札る必要のあるライー

ヤトも常に十分な食糧と住居を確保して‘ヽヽた。 Jack,

S. R.R., p. 77. 

（注32) Ibid., p. 48. 

（注33) Ibid., p. 77. S. G. Panandikar, op. cit., 

pp. 21:i-224 

（注34) tiL柄「束ベンガル，バ：1）レゴンン県にお 1rr 
る民論 Jう形成過程ー（『南アシア農村社会い研究 I』ア

ジア・アフ！ブ；，；晶文化研究所） 67ペーシ。

（注35) Hunter, W. W., A Statistical Accounts 

of Bengal, Vol. V, New Delhi, 1973, p. 234. 

（注36) Bengal Distriばし:aぇetteers, Statistics 

for 1900-01 to 1910・11, Tahle XXIIIを比較のこと。

-のことは，女子教育、r)普及 1よ微々 たるも（7)であった

か氏， これを考密から外 L, 男子の比率t：けな仕校し

たはうが，各県の教育の普及状況かはっきりしするか

もしれない。 1911年の匡勢調査では， ヒ/トゥ弗手の

識字率は， 頃ヘンカル全体では23.6%，ノ、コ）レゴンジ

県は28.9％て最も裔かった。同県の 1、ス 1)ム 0)識字率

5%も，切県中12番 Hてあった。 Basu,Aparr.a, The 

Growth of Education and Political Development 

in India 1898・ 1920, Delhi, Oxford University 

Press, 1974, p. 115. 

（注37) Naik, J. P.. & Syed Nurullah, A Stu・ 

dents'History of Education in India 1800-1973, 

Delhi, Macmillan, 1974, p. 185; Misra, B. B., The 

Indian,Widdle Classes, Oxford University Press, 

1961, pp. 283-284. 

（ぽ,38)Basu, Aparna, op. cit., pp. 119-120. 

Ill バコルゴンジ県における地租査定

作業の実施

19世紀の後半，県の各地に，ジョト (jot) と称

せられる農民結社が組織され，地代の引上げを阻

止することに成功した（注1)。地主，ジョト間の緊

スワデ、ン運動と中間的土地保有権者層

張，および土地をめぐる複雑な権利関係から，バ

コルゴンジ県では土地紛争が絶えず， 1890年代に

は殺人件数が急増し， 1896年には武器没収令が施

行されるに至った（注2)。

こうした状況に対処すべく， 1899年に課税地測

量および地租査定作業をバコルゴンジ県に実施す

ることが提案された。提案に関する公文書は次の

ように述べている。バコルゴンジは， 「中間的土

地保有形態が極端に複雑であり，住民は騒動を起

こし易く， しばしば殺人をもたらす土地紛争は日

常茶飯事である」。したがって上記の「作業」は，

「農業従事諸階層に秩序を回復するため，主に政

治的，行政的考慮から」実施することが提案され

たのである（注3)。

「作業」の当初から，県行政府所在地ボリシャ

ル (Barisal)の地方紙『ビカシュ』 (Bikash)は，

「作業」を訴訟件数を低減させる有効な手段と見

なすことには懐疑的であった。その論点は二つあ

った。第 1に， 「作業」は地代徴収の節便な方法

を提供するものではないから，地代不払いのライ

ーヤトを地主が訴訟することを阻止し得ないだろ

う。第 2に，地代紛争において壺定官の決定は裁

判所において最終的なものと見なされないのだか

ら， 「作業」を通じて作成される記録は何の役に

も立つまい（注4)。

「作業」開始と同時に，下級作業員の不正（注5)，

課税地測量における北インド出身の作業員とベン

ガル人作業員間の軋礫（注6)など，技術的な問題も

生じたが，より根本の問題は，永代査定以降のベ

ンガルの土地制度への， イギリス人官僚とベンガ

ル知識人間の視点の相違に関連して生じた。

永代査定 (1793年）による地租額の固定化を，政

府は早くも1810年代には後悔し始めていた（注 7)。

だが， 19世紀末の政府内での永代査定に対する批
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判的見解は，歳入の増加という視点からではなく，

県行政の問題と関連して出てきたことが注目され

る。たとえば， 1895年のダッカ地方一般行政報告

では， 「永代査定は，他の改良事業に対すると同

様，給水の改良に対しても障碍である」（注8)と述

べられている。

一方，ベンガル知識人は，一般にベンガルの繁

栄を永代査定の恩恵に帰して考える傾向があった

（注9)。この考えは，ボリシャルの地方紙によって

も，はっきりと述べられている。 「永代査定の恩

恵に浴するベンガルでは，多数の中間的土地保有

権者，ザミンダール，タルクダールなどが，土地

からの生産物の大きな郁分を，自分達の間で分配

している。」（注10)

「ベンガル分割」の行なわれた1905年，バコル

ゴンジ県には，永代査定がその措置によって廃止

されることになっている，という噂が広く流布し

ていた（注11)。この噂は， 1904年 1月のカルカッタ

のベンガル語紙『ションジーボニー』の記事あた

りから発していると思われる。当時親政府的立場

をとっていたフォズルル・ホク (FazlulHaq, 1873-

1962)を含めた 3人のムスリムの指導者は，そう

した噂を否定し，査定作業が円滑に進行されるべ

きことを力説する回状を出すにあたってイニシア

ティヴをとったぼ12)。

しかし査定作業に関連する軋礫は，以上のよう

なもっともらしい噂によるだけではなく，より直

接的に作業を統括する査定官の査定方針あるいは

その背後にある彼らの思想と関係していたように

思われる。 1900年から1908年に及ぶ査定作業は，

ビートソン・ベル (N.D. Beatson-Bell)，ジャック

という 2人の査定官のリレーによって統括され

た。彼らはニュアンスの違いはあるが， 2人とも

耕作者に対する共感と地主および中間的士地保有
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権者への反感を共有していたと考えられる。

1897年，バコルゴンジの徴税官であったビート

ソン・ベルは，チョウキダールの任命について，注

目すべきユニークな見解を披漉した。ダッカ地方

ではチョウキダールの大部分はムスリムであった

（ベコルゴンジでは88.1%）。他県の県長がチョウキ

ダーリー制度のより効果的運用のためには，高位

カーストのヒンドゥの比率を増やさなければなら

ないと強調したのに対し， ビートソン・ベルは正

反対の意見を具申した。彼は高位カーストのヒン

ドゥをチョウキダールに採用すべきでないと主張

し，ムスリムとノモシュードロ (Namasudra,ヒン

ドゥ社会下層の耕作者のジャーティ）は， チョウキダ

ールとしてきわめて有能であると評価した直l3)。

バムナ (Bamna)の査定キャンプで生じた事件も

また，ビートソン・ベルの心情をよく表わすもの

であろう。彼はバラモンの書記に平手打ちを与え

た。その情況を『ションジーボニー』は次のように

報じている。「何人かのクーリーが戸棚を持上げか

ねていたが，居合わせた怠け者の害記たちは傍観

しているだけで，何ら手を借さなかった。ビート

ソン・ベル氏はちょうどそこに来合わせ，戸棚に肩

を入れた。それでも彼の輩下の者は手助けしよう

としなかった。ビートソン・ベル氏は激怒し，彼

らをこの野郎 (shala)呼ばわりしたヒ傍にいた

ジョロドル・バーブー (}aladharGanguly)に平手

打ちを喰らわせた」⑱14)。ジャックは前任者のビ

ートゾン・ベルの考え方を，些か誇張して継承し

た。ダッカ地方長官Jレメシュリエは彼の仕事ぶり

に， 「貧しい者への共感という気高い気性と不正

と圧制に対する燃え上る憎悪」を認めた（注15)。不

正と圧制は文脈上，地主と中間的土地保有権者に

よるものにほかならなかった。

だが彼らの考え方はすべての地租関係官吏によ
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って支持されていたのではなかった。彼らの耕作

者（占有借地人および非占有借地人）への肩入れは法

的裏づけを欠く場合があるとの批判を受け（注16),

地租行政は耕作者と地主，中間的士地保有権者の

双方を視野に入れた，バランスのとれたものでな'

ければならないという若え方も根強かった。

査定官の考えがもっとも中間的土地保有権者屑

を刺激したのは，彼らの中間的士地保有権に対す

る見解にあった。ジャックは，「査定報告書」の中

で，はっきりと次のように述べている。 「中間的

士地保有権者は，実際のところ無用の甫荷であ

り，それが除かれれば，政府と耕作者はともにも

っと仕合せになれるのだが。それゆえ，道理から

言っても，地租の筋の通った増加は，耕作者では

なく，彼らの犠牲において獲得されるべきであ

る。中間保有者 (middlemen)の時代は終わったの

である」（注17)。中間保有者（ここでは地主および中間

的土地保打権者）の反応は当然痛烈であった。 hlレ

カッタの指導的英字紙『オムリト・ベジャ.ヽール・

ボトリカー』は次のように論評した。 「バコルゴ

ンジでは，官吏の意向は，なんとしてもライーヤ

トを彼らを地主の圧制から救出することにあるよ

うに思われる」（注18)。ポリシャルの地方紙『スワ

デシ』は，よりあからさまなコメントを加えた。

「地主が自分の借地人の繁昌を嫉妬深い目で眺め

たら，その繁畠も次第に消え失せてしまう，という

諺がベンガルにはある。インド政府と当地の中間

保有者の関係は，今や嫉妬深い地主とその借地人

の関係に似てきた。 （中略）中間保有者がジ 1 ン

ドルボンからいかなる形であれ利益を外出すJ)を

阻もうとして，あらゆる手が打たれてぎた。中間

保有者はすべての場所から追出されたら，どこへ

行き，どうやって生きていけばいいのだろう。こ

れらすべての成行きは，われわれの支配名のやり

スワデ・ン運動と中問的土地保有権者層

口が日々ますます寛容でなくなりつつあることを

示している」ほ19)。

このように，地租査定作業はその過程で，ヒン

ドゥ中間保有者層と対決する様相を呈してきた。

緊張を潜在させた政府とヒンドゥ中間保有者層の

関係は，当然スワデシ運動の展開に濃い影を投げ

かけていたはずである。次節でこのことを具体例

に即して検討してみたい。

（注 l) ジマソトの実例に ')1．ヽては以下を参昭。

Final Report on the Settlement of Ulania Taluks 

in Bakarganj, Govt. of Bengal, Revenue (Land), 

A. 66-72, February 1895. 

(ft 2) 前掲拙闘 JII節 (/1:29)。

(il'3) Govt. of Bengal, Revenue (Land), A. 

7a--84, August 1899. 

(i「4) Bikash, 25 June 1901 an<l 9 July 1901, 

Report on Native Papers (Bengal)（以下 RNP(B) 

、L略記） forthe weeks ending 6 foly 1901 and 20 

July 1901. 

信 5) Ibid., 9 June 1903, RNP(B) for the week 

ending 20 June 1903; Ibid., 12 May 1903 and 26 

May 190:l, RNP (B) for the weeks ending 23 May 

1903 and 6 June 190:l. 

（汀： 6) Barisal Hitaishi, 14 July 1903 and 21 

July 190,l, RNP (B) for the weeks ending 25 July 

1903 and 1 August 1903. 

（注 7) Palit, Chittahrata, Tensions in Bengal 

Rural Society, Calcutta, Progressive Publishers, 

1975, p.⑳ 

信 8) General Administration Report of the 

Dacca Division for 1894-95. Govt. of Bengal, 

General (Misc), A. 16ー18,Octo恥r1895. 

(ll: 9) De, Amalendu, "Bengali Tntelligcntia's 

Attitude 1o the Permanent Settlement," Social 

Scientist, No. 58 (March 1977), pp. 21--27. 

（札10) 、＂tC'（1il('shi,17、January1905, RNP(B) for 

the wet•k ending 2R January 1905 

（汁U) P. C. Lyon, Chief Seey. to the Govt. of 

I如 ternBengal & Assam, to the Secy. to the Go-

vt. of India, Home Dept., 21 February 19()(,. Home 

(Pol), A. 169-186.スワデ，，＇）祖動における永代介定廃
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止の噂の意義については次因を参照。 Tripathi,Arna-

!es, The Extremist Challenge, Calcutta, Orient 

Longman, 1967, p. 116. 

（注12) Public Notice issued by,l Hindus and:3 

Muslims, dated 29 Asvin 1312 B. S. (15 October 

1905). Home (Pol), A. 169-186, Annexure C, June 

1906. 

（注13) Annual General Administration Report 

of the Dacca Division for 1896-97, Govt. of Ben-

gal, General (Misc), A. 7-10, November 1897. 

（注14) Sanj加ani,RNP(B) for the week ending 

:1 August 1901. 

（注15) LeI¥1esurier, Commissioner of the Dacca 

Division, to the Secy. to the Board of Revenue, 

Eastern Bengal & Assam, Jack, S. R. B., Appendix 

G-VIII. 

信 16) Note by H. Savage, First Member of 

the Board of Revenue, Eastern Bengal & Assam, 

20 August 1908, ibid., Appendix G-II 

（注17) Jack, S. R. R., p. 18:J. 

（注18) Amrita Bazar }~、1trika, 15 May 1906, 

Report on the Native-owned English Papers (Ben・ 

gal)（以下 RNEP(B)と略記） forthe week ending 

19 May 1906. 

（注19) St凶，adeshi,17 January 1905, RNP(B) for 

the week ending 28 January 1905. 

IV スワデシ運動と地租行定作業の接点

地租査定作業の後半はスワデシ運動と重なり合

った。スワデシ運動はヒンドゥ中間層を中心にす

る反ィギリス支配を志向した民族運動であったか

ら，地租査定作業もその影響を受けざるを得なか

った。ここに取上げる 3件は，対決的性格をもっ

ーこつの動きの接点を構成するが，研究史上これま

で紹介されたことがないので，やや詳細に検討し

てみたい。

1. 査定事務所ストライキ

ボリシャル査定事務所 (SettlementOffice)には，

388人の書記が働いていた。査定官ジャックは，
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mukahela muharrirs（清昔と原記録とを比較校合す

る替品“".....以下比較書記と略。 123人いた）の勤務時

間を 6時間から 7時間半に延長する措置をとった

が， それを不満として，彼らは， 1905年10月23H

からストライキに入った。 しかし， ストライキに

至った真の理由は， 比較書記たちが作業の過程で

侮辱的な取扱いを受けてきたという，積もり積も

った不満にあった。彼らはジャックヘの抗議状の............ 
中でこう述べた。 「ひどく貧乏ではありますが，.............. 
由緒正しい家の出である私たちは， 一般に冷淡

に，少なからざる場合に侮辱的に取扱われており

ます」（注 1)（傍点一ー引用者）。10月23日，査定事務所

に通じる道路には， ピ ケが張られ， 出勤した書記

は数人にすぎなかった。翌241:1も310人がストラ

イキに加わり， 300人ほどの署名のある上記抗議

状が提出された。 これは対しジャックは， 25日午

後 6時に点呼を取ること，それに出頭しない者は

解雇し，以後すべての官職から追放することを政

府に勧告する旨言い渡した（注2)。こうして点呼に

応じなかった63人が追放処分に処せられた直3)。

シュレンドロナート・バ十‘ン̀一 (Surendranath

Banerjea, 1848-1923.初期コングレスの大立者の 1人）

の英字紙『ベンゴリー』が指摘したように， スト

ライキは査定官がジャックでなければ，平穏裡に

解決されたかもしれない（注4)。

前章でみたように， ジャックには抜きがたい中

間保有者層への不信があったし，何より書記たち

の長期にわたるだらけた仕事ぶりへの鬱積した不

満があった。その年の 5月には， 比較甚記たちの

サボダージュ組織が発覚し， ジャックの心証を害

していた(ii5)。その上， 10月16Hのベンガル分割

実施以来， ベンガル中が抗議で湧きかえってい

た。イギリス人官僚は， ストライキをそれに結び

つけて拷えざるを得なかった。その底流には，地
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租査定作業に対する中間保有者層の不信があっ

た。事実，ショルフ゜カティ (Swarupkati)，ジャロ

カティ (Jhalakati)両郡では， 1905年から 6年にか

けて，査定作業のボイコット，妨害が起こった

(tE6)。こうした状況下で，ジャックはストライキ

の意図を， 「ここでシャーヘブ (Jackを指す）に

一泡ふかせてやろう，そうすれば村落部でわれわ

れの権利に介入できなくなるから」と解釈した

（注 7)。ストライカーである書記とスワデシ活動家

が村落部の中間保有者層という共通の地盤を持っ

ていること，ストライカーはスワデシ活動家と連

絡をとっているがゆえに，ストライキそのものが

政治ストの性格を帯びてこざるを得ないというジ

ャックの見解がここに窺われる。ジャックが63名

の解雇官職からの永久追放という強硬な提案を

行ない，それが受理されたのも大局的には，ス

ワデシ運動への攻勢という側面があったことは否

定できない。

しかし，ジャック自身が認めるように， 「書記

たちは当地（ボリシャル）のスワデシ指導者たち

に支持されなかった。後者は全くストライキと関

係がなかったようだ」（注8)という奇妙な現実があ

った。ストライキがスワデシ活動家に全く黙殺さ

れたというのではない。ボリシャルの地方紙『ビ

カシュ』の主幹プリヨナート・グホ (Priyanath

Guha,のちカルカッタのH刊葵字紙『ステイツマン』

に月給1000ルピーで迎えられる）は，ストライカーに

アジ演説をぶち，その中で，七地に関する記録を廂

滅せよと，大胆かつ核心に触れる勧告を行なった

(ir9)。だがこのほかには，ボリシャルの指溝者たち

がストライキを支援したという証拠はない。彼ら

には士地問題に関与する用意はなかったし(HIO),

ポリシャルの運動そのものが保守的,n指境者を

乗りこえて確立されるのは，その年の 11月末で

スワデ・ン運動と中間的士地保有権者屑

あったという時間的ズレも考慮の中に入れるべき

であろう。解雇された書記たちは，カミニクマー

ル・チョクロボロティ (KaminikumarChakrabarty), 

ショロトチョンドロ・ボシュ (SaratchandraBasu) 

のようにスワデシ活動家になった者も少なくな

い。しかし一方では，彼らの半数近くが，官職追

放解除を求めて， 1906年半ばから1907年初めにか

けて，数回にわたり嘆願書を提出して，窮状を訴

えていたのであるぼ11)。

2. ゴウルノディ郡における地代形態転換問題

県の北西部ゴウルJディ郡において，現物地代

から貨幣地代への転換に際して生じた問題は，前

項に示唆した小中間保有者層と耕作者の間の矛盾

を明らかにするものであった。

1903年から 4年にかけて，査定官ビートソン・

ベルは地代契約確認作業 (attestationproceedings) 

の一部として，耕作者からの現物地代から貨幣地

代への転換申請を受理し，その大部分を許可し

た。だが，これは民事裁判所によって越権行為だ

として却下された。 1908年には，この作業のため

に特別調査官が派遣された。特別調査官が任地に

あったその年の 8月，東ベンガル・アッサム政

府税務局 (Board of Revenue)の首席委員サヴェ

ジ (H.Savage)はボリシャルで，弁護士，バラモ

ン司祭から転換作業に抗議する覚書を受理した。

サヴェジは，ダッカ地方長官の調査が済み，転換

方法と地代率が改定されるまで，作業を中止する

ように指示した。このあと，政府内部において，

地代形態転換に関する文書交換は， 1915年にいた

るまで続けられた。

現物地代はバコルゴンジでは例外的であり，ヒ

ンドゥ上位3カーストの集中するゴウルノディ郡

（彼らの郡全人llに対する割合は， 11.8%）， メヘンデ

ィゴンジ郡の数力所，ショルプカティ郡のバナリ
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パラ (Banaripara)村周辺に存在するのみであった。

ゴウルノディ郡の北西部は郡の面積の半分を占

め，ヒンドゥ上位カーストの集中度は強まる（地

域人口に対するその割合は14.2%）。現物地代は，こ

の人口密度の稲密な地域の土地の10％ほどで見ら

れ，あとは低率の現金地代で占有されていた。

地租調査 (1859~63年）の頃までに， この地域で

は，可耕地の耕地化が完了していた。 1872年に100

エーカーの土地に依存する住民数は128人であり，

その内訳は，耕作者110人，中間保有者18人であっ

た。 1901年には同面積の士地に依存する住民数は

196人，その内訳は，耕作者168人，中間保有者28

人となった。農産物価格の上昇といった他の要因

を一応除外して，ここから単純な帰結を導けば，

次の 2点となろう。 (1)1人当たりの耕地面積の縮

小と，それに伴う耕作者の経済状況の悪化。 (2)

100エーカーからの地代で10人多くの人間を蓑わ

なければならなくなった中間保有者の生活の逼

迫。ジャックは第 2の傾向が現実のものであった

として，中間保有者層はこの手許不如意に対処す

るため，貨幣地代からより有利な現物地代へと変

更を計っていたのだと考えた（注12)。

現物地代の中でも，刈分け (barga,収疫の一定率

を地代として納入する）から，定量現物地代 (dhan.

karari,収穫のうち一定羅を地代として納入する）への

推移があったと思われる。収穫の一定しない沼沢

地 (bi!,この地域に多い）周縁地では，刈分け地代

は実情に即したものであった。刈分け地代が数多

く導入されるようになったのは， 1870年以降のこ

とだと思われる。この時期には米価が継続して上

昇した。したがって中間土地保有者にとっては，

貨幣地代より現物地代の方が一般に有利であった

ろう。彼らは刈分け地代を導入することで，収入

の低減傾向に対処しようとしたとジャックは考え

38 

たのである（注13)。一方，県副徴税官オトゥルチョ

ンドロ・グホ (AtulchandraGuha)は， 1876年大洪

水後の貨幣の不足，生産物のための市場確保の困

難，礼金 (salami)支払いの免除という 3つの条件

によって，現物地代はむしろライーヤトにとって

有利であったと主張した（注14)。二つの見解は排他

的ではなく，相互補完的なものだろう。こうした

点にも，英人官僚と上位カースト出身のヒンドゥ

官吏の違いがくつきりと出てくることに注目した

い。ところで，刈分け地代から定量現物地代への

転換は，安定した地代の確保，収穫にかかわるす

べての危険をライーヤトに負担させるという二つ

の意図をもって，中間保有者によって強行された

という点では，地租関係官吏の間で意見の一致を

みていた。

中間保有者は，経済的には同質の階層ではなか

った。彼らの中には，バータージョルのドット家，

ゴイラのダーシュ（ダシュグフ゜卜）家，チャンドシ

のグプト家など，裕福な家があった。米商人とし

て，彼らは現物地代から大きな利益を引き出して

いた（注15）。また彼らの中でも， Bakarのショルボ

ジョン家， Medakurのボッダ一家は，ライーヤ

トに対する圧制で悪名が高かった位16)。中間保有

者の大部分については，二つの正反対の見解があ

った。はじめに徴税官レイド (W.J. Reid)の見

解。低給与の政府の書記たちは，家族への米の供

給を現物地代に依存する地主であることも少なく

ないので，彼らは現物地代から貨幣地代への転換

によって，家計の収支均衡を失ってしまうかも

しれないほ17)。次にジャックの見解。この地域

は，高位カーストのヒンドゥたちの楽園である。

彼らの娘が結婚する時，夫の方が妻の家に加わる

のが普通であって，その逆ではない（注18)。つまり

ジャックは，彼らの生計の悪化を指摘しつつ，
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それでも全体としてこの地域が彼らにとって住み

やすかったことを主張した。しかし彼らの最下層

が非常に貧しかったのは確かであった。オトウル

チョンドロ・グホは，次のように報告している。

「調査の過程で，私は非常に貧しい寡婦，貧困者

たちに出会った。彼らには特別の処遇が必要であ

る。しかし彼らは地代転換に当る官吏の決定に不

服を申し立てたようには思われない。」 (itl9)

この地域における現物地代を支払う耕作者の大

部分はノモシュードロであった（注20)。彼らの生活

状況は県の他地域に比べ劣悪であった。富の象徴

であるトタンぶきの屋根は，県の他地域ではごく

普通に見受けられる光最だったが，この地域では

ほとんど見かけられなかった。果樹園もほとんど

なく，一耕作者当たりの家畜数も他地域に比べる

とはるかに少なかった。その結果，県の H傭い労

働者の大部分はこの地域の出であり，米の収穫時

に県南の豊かな地域に出稼ぎに出るのはすべてこ

の地域の農民であった。 1894年， 1905年の不作の

年の影警を最も強く受けたのもこの地域であった

（注21)。この地域の貨幣地代率は低く， 1エーカー

当たり 3~4Jレビーであったが，定景現物地代率

は1エーカー当たり 12~16ルヒ゜ー，あるいはそれ

以上であった。したがって，耕作者は刈分けを嫌

ぃ，その上すべてのリスクを転嫁される定量現物

地代にはさらに強い嫌悪の念を抱いたのは当然で

あった。彼らが貨幣地代への転換を大量申請した

理由はここにあった。彼らは，クリスチャン（注22)

を指導者にして結社をつくり，未加入者に組織へ

の参加を勧誘し，申請を逸巡する者には，村八分

(social boycott)をち t)つかせて申請を強要した

（注23)

Jモシュードロは大部分が農民であったが，

中には漁民や大工もいた。彼らはチャンダール

スワデシ運動と中間的士地保有権者層

(Chandal)と通称され，高位カーストからは，アン

タッチャブルと見なされていた。彼らのカースト

地位向上運動は， 1870年代はじめに，フォリドフ゜

ル，バコルゴンジ両県で始まった（注24)。スワデシ

運動期，彼らの中には，自分たちのジャーティがヒ

ンドゥ社会とは別個のものであると主張し，政府

の優遇政策を求める者が現われた（注25)。彼らはス

ワデシ運動を批判し，取引の自由（外国の安い商品

を購入する自由）をしばしば要求した（注26)。フォ

リドプル県の Orakandiでは， 1906年10月， Jモ

シュードロのザミンダールの提唱で，反スワデシ

集会が開かれ，カースト・ヒンドゥに反対し，ム

スリムと共同行動をとる趣旨の動議が採択された

（注27)。1920年代の非協力運動の時代になると， J

モシュードロの動きは県政治のより重要な要素と

なる（注28)。ともあれ，スワデシ期においても，地

代形態転換をめぐる悶着は，一定の政治的意味合

いを帯ぴた，彼らの経済的不満の表面化にほかな

らなかった。

地主側は，はじめ耕作者に転換申請を思いとど

まるように，説得あるいは脅迫した。つづいて彼

らは訴訟を起こした。これを受けて，すでにみた

ように，民事裁判所は査定官の転換認可を越権行

為と判断した。 1905年，地主側は， 1901~02年お

よび1903年の滞納現物地代について訴訟を起こ

し，現物地代は 2年をこえる滞納はありえないと 、

の，地租関係官吏の主張があるにもかかわらず，

209件中206件で勝訴した。耕作者側には動揺が生

じたが，転換手続きについて特別調査官が派遣さ

れるとの報に接して，彼らは再び活気づいた。

1908年8月までに， 1305件の転換申請が受理さ

れ， 1160件が処理され， 30件を除くすべてが認可

された。これに対して，地主側は控訴することを

し控えた（控訴件数は 9件のみ）。前述の1908年
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の弁護士，バラモン司祭による覚書は，この間の

事情を次のように説明した。 「地主の大部分は次

席査定官の調査結果と裁判で争うには貧乏であり

すぎます。」しかしこれは正鵠を射た指摘ではな

かった。というのは，彼らは転換命令を無視し，

再び池代滞納の廉で，借地人を訴え始めたからで

ある。 1908年末までに， 16の借地が売却され， 3 

人のライーヤトが借地を手放さざるをえなくなっ

た（注29)。オトゥルチョンドロ・グホは， 1910年半

ばの状況を以下のように報告している。「（転換作

業の）結果がはっきりしていないことは疑いがな

い。そして究極の勝利が借地人側に転げ込むこと

もありうる。しかし、地主側は［つまり，彼らの中

でも， Medakurのポッダ一家，ゴイラのダーシュ家，

バータージョルのドット家のように，十分な手立を持っ

た人たちを言うのだが〕，高等裁判所まで執拗に戦

い続けるだろう。諺にもなっている裁判の遅延と

裁判費用が，貧しいライーヤトたちには破滅的な

ものとなりはしないかと， 私は危惧している」

（注30)。1910年以降，地主側は控訴を再測するとと

もに，ダッカ地方長官へ，転換それ自体，もしく

は特別調査官によって転換時に設定された地代率

に反対する請願を起こし始めた。いくつかのケー

スについては示談が成立し，多くのケースでは状

況に即した地代率の改定が行なわれた。

杞憂された地主と耕作者の全面衝突は，こうし

て回避された。ノモシュードロ耕作者の利益は，

政府の貨幣地代への転換認可によって保護され

た。一方，上位カーストの地主は裁判所を拠点

に，転換決定に反対して執拗に戦った。裁判官，

裁判所書記の多くが，この地域の上位カースト出

身者であったから，裁判所が彼らの拠点になり得

たのである。以上から，スワデシ活動家の陣営で

は，地主（中間保1i者），耕作者間の矛盾が，支配
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者と被支配者間の矛盾にずらされ，査定官は支配

者，被支配者の矛盾を地主と耕作者間の矛盾へと

転稼しようとしたことが見て取れよう。したがっ

て，ジャックの「貧しい耕作者への同清」と「中

間保有者に対する燃えるような憎悪」は，政治的

には分割支配の一形態にならざるを得なかった。

土地問題は結局のところ，スワデシ活動家によっ

て同避され，伏せられたままであった。スワデシ

運動が国民運動を標榜する限り，中間保有者層に

属するスワデシ活動家は，自分たちの階層の利益

に固執するあまり，耕作者層を反対陣営に追い込

むようなことはできなかったのである。

3. ジャック訴訟事件一ーバコルゴンジ県東

南部の一地所における地代紛争

バコルゴンジ県東南のバウファル (Bauphal)，ゴ

ラチパ (Golachipa)両郡にまたがる，通称「モヒ

ン・バーブーとラジェンドロ・バーブーの地所」

における，地主と耕作者（借地人）の間の軋礫は，

1895年に始まった。地主は寡婦（複数）であり，

地所の経営は事実上，弁護士と差配人 (amlas)の

手に委ねられていた。耕作者は多数がムスリムで

あり，ノモシュードロがそれに続いた。 1895年，

私的な地代査定が行なわれ，耕作者たちは地代の

引上げに同意する査定地代納付同意書 (kabulyat)

を作成した。この地所の特徴は，地代外不法徴収

(abwab)が地代以上にも達していたことであった。

耕作者たちは，後に，彼らが地代の引上げに同意

したのは，近い将来に再び地代を引上げないこ

と，地代外不法徴収は行なわないこと，この 2点

の了解事項に基づいた上でのことであったと主張

した。

1904年，査定作業はこの地域に及んだ。地代契

約確認 (attestation)の過程で，現行地代額は何かを

めぐって，見解の相違が起こった。地主の差配人
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は査定地代納付同意害を提出し，そこに記された

地代が現行地代であると主張した。一Ji,耕作者

側は同意書は履行されたことがなく，地代は1895

年以前の地代率で支払われていることを主張し

た。査定官ビートゾン・ベルは，耕作者側の主張

を容れ，手続きの違法性，証拠不十分を理由に，

地代引上げを認めなかった。ただしビートソン・

ベルは地主側に，公正地代の決定を地租関係官吏

に出願する道を開けておいた。地主側は，前項の

ゴウルJディ郡の地主と同じように，民事裁判所

に訴訟する手段をとった。 1904年来，彼らは131人

の耕作者を，地代滞納（引上げられた地代率による）

で告訴した。一方，耕作者側は， 25カ村が地主に

対抗する結社 ("BellSaheber jot" -「ベル・ンャー

ヘプの結社」と通称された）に参加した直31)。地主，

耕作者間の緊張は高まり， 1904年後半には20件の

刑事：中件が発生し，ついには地主側の人間 1人

が，地主が傭った暴力団員 (lathial)と見なされ，

耕作者側に殺害されるにいたった。この事件の結

果，特別警察 (additionalpolice)が190:i年の 4月

から11月まで駐留した。

1905年 4月，地主側は地代訴訟に勝訴した。下

級民事裁判官 tMunsiff—ーインド人が任命された）

の命令にしたがい， 1906年 4月，` 100人以上のラ

イーヤトの強制立退きが，警察の援護の下に実施

された。ライーヤトの結社の指溝者は直ちにボリ

シャルに赴き，ベルの後任ジャックに面会した。

ジャックは調査のため現場（ゴラチバ郡 Alipur村）

に急行した。県長の指示で，県瞥察長官ケンプ

(Kemp)が同行した。ジャックは， 450人のラティ

ヤールが村を略蒋したというライーヤト側の言い

分を信じに現場に到着するとすぐ，彼らは，ラ

テイヤールだと村人が指摘した数人を逮捕した。

地主側は彼らは新規借地人だと主張した。地所の

スワデ・ン運動と中間的士地保，h権者居

副管理人 (naib)は，ジャ．I クから口汚＜罵られ

た。その結果，ジャックに対して 5件の刑事訴訟

が起こされた。 1906年 5月23日，県長のエマソン

(T. Emerson)は，訴訟を「全くの濫訴であり (purely

vexatious)，虚偽に満ちている」として却下した。

しかし 2日後，彼はこの命令を撤回した直32)。

カルカッタの英字紙『オムリト・バジャール・

ボトリカー』と『ベンゴリー』は，この事件を東

ベンガル・アッサム朴l知事フラー (B.Fuller)の行

政下における，圧制的措置の一つとして攻撃し

た。その論調は， 『オムリト・バジャール・ボト

リカー』の次の論評から窺えよう。 「査定官の義

務は，ザミンダール，借地人双方の事情を聴取し

た上で，公平なる仕方で地代を決定するにある。

しかるに，ジャック氏は行政官の権限を侵害し，

ザミンダールには不利，民事裁判所の決定に逆ら

う反抗的借地人には有利なように，横領した権限

を行使した。この官吏は，反抗的借地人の証言に

基づき，ラティヤールという廉で，無実の人間を

逮捕し，手厳しく打｝鄭させた。ジャック氏の有罪

を明らかにする十分な確証が上っているにもかか

わらず，県長も地方長官もいかなる措骰をも講じ

ていない」（杵33)。新聞は不偏不党の法遵守の立場

を標榜しつつも，暗黙裡にザミンダールヘの同情

を表明した。この事件に言及して，『ポリシャル・

ヒトイシー』紙は，より露骨にザミンダールに組

する立場を鮮明にした。 「次の出来事は，いかに

現在の支配者がザミンダールたちを困難に陥れよ

うと躍起になっているかを明らかにしよう。 （中

略）その見解は燎原の火のごとく国中に広まり，

ライーヤトたちは士地所有者に逆って従党を組み

始めた。彼らは地代の支払いを停止し，ザミンダ

ール側の人間を抑圧した。 （中略）われわれはこ

の状況から，ザミンダールは一掃されてしまうだ
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ろうと思わざるを得ない。支配者は当該ザミンダ

ールの地所を後見裁判所 (Courtof Wards)の管理

下に置きたがっているのである」（注34)。

査定官の処置は必ずしも他の関係官吏の支持を

得たわけではない。ゴウル／ディ郡の地代形態転

換問題の時と同じように，この時も，かつてバコ

ルゴンジ県長であったサヴェジは査定官のとった

処置を批判した。 「追立てられたライーヤトが，

そう見せかけようと努めているような，痛めつけ

られた無邪気な連中などでは全くないことは，お

おいにあり得るのである。バコルゴンジとその住

民についての私の知識よりすれば，まだ明らかに

されていない予想外の事情があると，私はかなり

はっきりと感じており，それゆえ訴件は偏向を指

弾され得ないような官吏によって審理されること

が最も望ましいと言えよう。」（注35) Jレメシュリエ

は，ジャックをより手厳しく批判した。「ジャック

の情報は漠然としている。それは 2人のライーヤ

トが彼に話したことに基づいており，彼はそれを

記録してもいないし，彼らが誰であるかも明らか

にしなかった。 （中略）遺憾ながら， ジャックは

頭に血を上らせてしまい，宣伝計画は頓南してし

まった。彼の早とちりの行動は相手方に好機会を

与えることになった」（注36)。県長，エマソンは次

のように情況を判断した。 「借地人たちは，闘争

に倦んでおり，自分の占有地に戻り，引上げられ

た地代を支払うことを望んでいる。地主たちもま

た紛争の収拾に吝かでないと，私はにらんでい

る」憚37)。エマソンの情況判断は同時に，ジャッ

クのライーヤト側に立った処置を不適当だと判断

していたことを示している。フラーの更迭後，東

ベンガル・アッサム州知事となったヘア (L.Hare) 

は，官界におけるジャック不信に，とどめの一撃

を加えた。 「私はジャック氏のやり方にあまり信
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頼を覚えていない」 (tt38)。

東ベンガル・アッサム政府の官房長官ライヨン

(P. C. Lyon)が述べたように， 「事件には，璽要

な政治的側面」（注39)があった。東ベンガル・アッ

サム州知事に宛てた請願書の中で，結社に加入し

ていたライーヤトたちが，スワデシ運動を正面き

って批判しているが注目される。 「今日のスワデ

シ運動もまた，請願者やその他の者たちを抑圧す

るために，ザミンダールによって口実として利用

されております。彼らは安い外国製品を買うこと

を妨げるだけでなく，商店主が村で週一度か二度

びらかれる市 (hat)で英国製品を売ることも妨げ

てきました」（注40)。ライーヤトたちが政治情況に

ついて，十分な知識を持ち，政府と中間保有者層

の政治的緊張にほかならないスワデシ運動という

状況を，地代紛争において，自分たちに有利に利

用する政治感覚を持ち合わせていたのは注意され

ていいだろう。それゆえ，彼らは次のような指摘

も，請願書中に含ませることができた。 「請願者

はボトウアカリ（民事裁判所所在地）に告訴すること

を危惧しております。と申しますのも，そこでは

ザミンダールの影響が圧倒的であり，請願者があ

り得べき法的救済を確保するのは不可能であろう

と思われるからであります」（注41)。

以上に述べた地代紛争に関する問題点を三つば

かり挙げておきたい。まず，紛争の経緯は，スワ

デシ運動がなぜ農民大衆を巻込み得なかったかを

示唆する。バコルゴンジでは，中間保有層出身の

政治運動家たちは， 18804'-代の初頭から，国民運

動の拡大に真摯な努力を重ねてきた。彼らは，教

育を受けた中間層に，かなりの程度，大衆奉仕の

精神を植えつけることに成功した。しかし彼らに

は，地主と耕作者との間には基本的な矛盾が存在
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するという，明確な意識はなく，大衆睾仕の過程

で両者は心情的に合ーし得ると考えた（注42)。こう

した意識のあり方は，スワデシ運動において，イ

ギリス統治に対して，地主と耕作者の共通する経

済的要求を掘起こし，突きつけていくという方向

性をとることを阻んだのではあるまいか。バコル

ゴンジ県のスワデシ活動家は，大衆の間に入，，て

いき，そこから運動を組上げていくという姿剪に

おいて真摯であり，そのかぎりでスワデシ運動は

他の地域に比較して根の張った強力なものとな

った。しかし，農民大衆の経済的要求を汲上げ損

なったのは事実であり，その点に運動の限界が存

在したと言わざるを得ないであろう。

第2に，査定官はライーヤトの側に立つ査定方

針をとった。政治的には，それは被治者間の利益

の対立を煽るという，一種の分割統治策にほかな

らず，スワデシ運動を中間層（中間保有者）に限

定しようとするものであった。しかし彼らは査定

方針の実施にあたり，必ずしも常に他の官僚の支

持を得ることができなかった。彼らの処樅は，事

あるごとに，疑問視され，批判された。官僚は土

地紛争を喚起する危険なやり方を回避しようとし

ていたかに思われる。彼らは土地紛争を自らに有

利に利用できる状況にあっても，それに対するい

わば本能的贅戒を隠そうとしなかった。この段階

では，彼らは分割統治策を，地主対ライーヤトと

いう経済的レヴェルにおいてではなく，ヒンドゥ

対ムスリムというコミュナルなレヴェルで追及し

たのである。そして，ヒンドゥ対ムスリムという

図式は，東ベンガルにおいては，地主対ライーヤ

トを暗示し，包摂するものであったから，植民地

支配上，より賢明かつ有効な方針であったといえ

よう。二代の査定官，ビートソン・ベル，ジャッ

クの考え方は，根底において，政府内部では異端

スワデシ運動と中間的七地保有権者闇

であったと結論できよう。

第 3に，ライーヤトたちは結社を作り，反スワ

デシ運動の旗織を鮮明にすることによって，政府

の支持をとりつけようとした。しかし，ほかなら

ず，政府の支持を期待した点に，彼らの力量不

足，政治勢力としての末成熟が指摘できよう。
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V おわりに

中間保有者（土地所有権者＋中間的土地保有権者。

数的に言っても後者が重要）を主体とするスワデシ

運動の背景には，確実な証明はできなかったが，

以上に述べた諸事実が示す限りでは，中間的土地

保有権者層の経済的地位の相対的低下があったよ

うに思われる。中間保有者の多数は，東ベンガル

ではヒンドゥであった。一方，耕作者の多数を占

めるムスリム農民は，反地主の立場から， ヒンド

ゥ中間保有者を主体とするスワデシ運動には同調

しきれず，むしろ批判的となる傾向が強かった。

しかし，ライーヤトが例外的に富んでいると言わ

れたバコルゴンジ県では，富裕な耕作者が中間的

士地保有権者に上昇する過程もすでに始まってい

たから，スワデシ活動家がムスリム農民を掌握す｀

る可能性が全くなかったとは言えない。事実，次の

ようなチャンスもあったのである。スワデシ運動

が最高潮に達した1907年6月，バコルゴンジ県の

指導者オッシニークマール・ドット (Aswinikumar

Datta, 1856~1923)は，農民との接触を計るべく，

県西部・北西部への旅に出かけた。この時期に，

東ベンガル・アッサム政府の官房長官代行， Jレメ
．．．． 

シュリエば 「政府は，県中のすべての中間的士

地保有権者が現在享受している権利を廃止するこ

とを考慮している」（傍点＿引用者）との噂が，ム

スリムの支持を取りつける目的で広く流されてい

ると述べている（注 1）。この噂の出所は明らかでは

ないが，少なくともここに，ヒンドゥ中間保有者層

と中間的土地保有権を獲得しつつあったムスリム

農民上層が結びつき得る，利害の共通性は存在し

ていたのである。しかし，この可能性はそれ以上に

は追及されなかった。あるいは，政府の査定官ジ

スワデ・ン連動と中間的土地保有権者開

ャックの独走への警戒は，このあたりに本音があ

ったのかもしれない。ともあれ，政府はこうした

状況を， ヒンドゥ対ムスリムという図式に押込め

ることによって，分割支配を貰徹しようとした。

スワデシ運動が，ムスリム農民の経済的要求を，

自らの階層の利益にひきつけた所で掘りおこし

て，彼らを運動に参加させることに成功し得なか

ったことは，その後の分離独立にいたる歴史の動

きを考え合わせる時，取返しのつかない不幸であ

ったと言わざるを得ない。

本稿は，農村社会とスワデシ運動という大きな

課題に全面的に答えようとしたものではない。ザ

ミンダール，タルクダールといった地主の問題，

ライーヤト，アンダー・ライーヤトの間題，季節

労働の問題など，考慮すべきことはいくらでもあ

る。また，中間的土地保有権者層についても，ょ

り豊富な資料を見出して考えなければならないで

あろう。上記の諸点をパースペクティヴに収めた

包括的な研究は，今後の課題としたい。

（注 1) H. LeMesurier, Offg. Chief Secretary to 

the Govt. of Eastern Bengal & Assam, to the 

Secretary to the Govt. of India, Home Dept., 8-9 

July 1907. Home (Political) A. 4, August 1907. 

［付記］ 本稿におけるベンガル語の表記法は，（1）カ

タカナによるベンガル音をローマ字で補足する，（2）ベ

ンガル音を確認しえなかった場合にはローマ字綴りの

みを用うる，を原則とした。

（拓殖大学講帥）
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